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日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

詣訓育産業
総熟達畜産経済産業省製造産業

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和２年３月３１日

付け警察庁丙組組企発第１４８号をもって別添のとおり要請がありましたので

お知らせします。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和２年３月３１日付け外

務省告示第１０３号及び第１０４号により、 タリバーン関係者等のリストの改

正 （ＢＩＪ表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１

９年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引

の届出義務を徹底されたいというものです。

　

工 ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。



１機 密 性 １１
警察庁丙組組企発第１４８号
令 和

　

２

　

年

　

３

　

月 ３１

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長

テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について （要請その１３７）

　

この度、 別添のとおり 「先進主要７箇国 （アメリカ合衆国、 カナダ、 グレートブリテ

ン及び北アイルランド連合王国、 フランス共和国、 ドイツ連邦共和国、イタリア共和国

及び日本国） が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及

び団体を定めた件の一部を改正する件」（令和２年３月

　

３１日付け外務省告示第１０３号）

及び 「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体

を定めた件」（令和２年３月３１日付け外務省告示第１０４号） により資産凍結措置等の対

象となる者の一部が改正された。

　

テロリスト等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。 以下「犯罪収益移転防止法」という。）

に基づき、 顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られてきたと

ころであるが、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を

周知していただくとともに、 引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取引について

犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、 よろしくお取り計らい

願いたい。
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侮り表）

［１． ～７．

　

略］

８‐

　

削除

［９‐ ～３５．

　

略］

御ｉ表）

［１． ～７．

　

同左］

８．

　

アル・モフタル・ペン・モハメ ド・ペン・アル・モフタル・ブ

　　

シュシャ （別名：ブシュシャ、 モフタル）

　　　　　

ＡＬ－ＭＯＫＨＴＡＲ

　

ＢＥＮ

　

ＭＯＨＡＭＥＤ

　

ＢＥＮ

　

ＡＬ‐ＭＯＫＨＴＡＲ

　

ＢＯＵＣＨＯＵＣＨＡ

　　

（ａ．ｋ．ａ．：Ｂｕｓｈｕｓｈａ， Ｍｏｋｈｔａｒ）

　　

生年月日：１９６９年１０月１３日

　　

出 生地：Ｔｕｎｉｓ、 Ｔｕｎｉｓｉａ

　　

国籍：チュニジア

　　

旅券番号：チュニジア旅券 Ｋ７５４０５０ （１９９９年５月２６日発行、

　　

２００４年５月 ２５日失効）

　　

ＩＤ 番 号：０４７５６９０４ （１９８４年９月１４日発行）

　　

住 所：ＶｉａＭｉｌａｎｏ Ｎｕｍｂｅｒ ３８， Ｓｐｉｎａｄｅｓｃｏ， （ＣＲ）， ｌｔａｌｙ

　　

そ の他 の情報 コｔａｌｉａｎＦｉｓｃａＩＣｏｄｅ（イタリア納税者番号）：

　　

ＢＣＨ鵬Ｔ６９Ｒ１３Ｚ３５２Ｔ。 母 の名 前 は ヘ ディ ア ・ バ ヌ ー ル （Ｈｅｄｉａ

　　

Ｂａｎｎｏｕｒ）。
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［１． ～３４．

　

略］

【アメリカ合衆国が平成二十三年九月十五日をこ発出した国務省令にて

発表した資産凍結対象者で

　

カナダが資産凍結等の措置を実施した－

団体Ｉ

３５． インディアン・ムジャヒディン

　　　

ｌｎｄｉａｎＭｕｊａｈｉｄｅｅｎ （ＩＭ）

【アメリカ合衆国が平成二十八年六月三十日に発出した国務省令にて

御Ｊ表）

［１． ～３４．

　

同左］

［新設］

［新設］

［新設］

発表した資産凍結対象者のうち、 カナダが資産凍結等の措置を実施し

た－団体｝

３６‐

　

イ ンド亜大陸のアル・カーイダ

　　　

ａｌ‐Ｑａ’ ｉｄａｉｎｔｈｅ

　

ｌｎｄｉａｎＳｕｂｃｏｎｔｉｎｅｎｔ （ＡＱＩＳ）

【アメリカ合衆国が平成三十年二月二十七日をこ発出した国務省令にて

発表した資産凍結対象者のうち－団体】

３７．

　

ネオＪＭＢ

　　　　

Ｎｅｏ－－熱鵬
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